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倒 微 会長戸田邦司

日本外洋帆走協会の前身であるクルージング・クラブ・オブ・ジャパンが発足して、明年は50.周年

に当たります。その後協会は任意団体として、また昭和39年には正式に社団法人として足元を固め、

徐々に活動を拡大し、登録艇数、会員数ともに現状を大きく凌ぐ集団として発展してまいりました。

バブルの崩壊など、その後の社会情勢の大きな変化があったにしても、ここ数年の現状は見るに忍び

がたいものがあります。

しかし、 幸いにも構造改革は着々と進み、財政再建も今年度を初年度として多少の曲折はあるにし

ても、より積極的な活動を展開するごとにより、達成可能であると確信しております。

ここで、私たちは日本外洋帆走協会の活動の原点に戻り、我が国における唯一の外洋ヨッ ト集団と

してレースやクルージング活動を通じ、 J支を磨き、強靭な精神力を養いつつ誇り高きヨッ ト仲間を日

本中に治れさせようではありませんか。

|執行部報告| 専務理事尾島裕太郎

会友艇登録制度の廃止が代議員会に提案されます

会友艇制度がNORCの機能維持に障害を起こし

はじめました。登録艇を持つ方は当然特別会員

です。そのなかからNORCを退会し、会友艇に移

行する方が出はじめました。これは本来の目的

から外れることです。これから起こる金銭的負

担は、すべての会員と登録艇にのしかかります。

会友艇制度は、 NORCの目的のlつである海事

思想の普及をより 一層高めるためにはじめたも

のです。気軽にご入会いただき、セールナンバ

ーを取っていただく。 NORCの疑似体験を してい

ただき、ご入会の動機付けとなるよう願っては

じまりました。しかし、 CR艇の普及にともない

会友艇にもCRレーテ イングの使用を許し、レー

スに参加できるようになったことから、会員制

度と艇登録制度に大きな査みが生じました。い

ままで艇登録をし、特別会員として活動されて

いる方々と会友艇の権利の差が少なくなり、会

友艇の方々の経済的負担が有利になったためで

す。

これでは会員の負担が増大し、本末転倒です。

そこで艇登録制度および、会員制度の新しい提案

を次の代議員会に出せるよう、小委員会で研究

することとなりました。いままで理事会に提案

されてきた会員制度と艇登録制度は、現在の会

員の方々によりきめ細かに対応できるよう検討

されます。入会がよりやさしくなるよう研究さ

れます。成果は次回11月15日に予定される代議員

会に託されます。

社置法人日本外津帆走協会・理事、監事選挙告示
10月15日選宇宙接員会委員長平賀威

社団法人日本外洋帆走協会選挙規則に基づき、

1998~ . 1999年担当の濃事及び獄事選挙の告示を

致します。各支部においては、 12月15EIまでに下

況により理事(候補者) ・監事(候補者)の選定

をしてください。

記

1被選挙椀者 :選挙の日において以下を経過する

特別会員・正会員。

2選挙権者 :各支部において定めたる規則によ

る。

3選挙の期日白各支部において12月15日までに定

めたる日

4選出定数 :A理事定数30名を支部所属会員数

に比例して配分した数

B獄事2名
5遊撃方法 :選挙規則に恭づき各支部ごとに

行う

詳細については、各支部の選挙管理委員会におた

ずねください。

各支部より選出された理事候補者は、1蜘年2月に

協かれる代議員会において理事として選出され就

任します。

ナイトセーリンクの必需品f
夜間の安全航行を守る抜群の明瞭度、解析度そして増幅度。

-圃.岡回国圃・・・・・・圃・4・E

1997年度第 5回理事会(10

月4目)の概要報告
常務轄加藤正義

1997年度第 5団理事会は、中部関西方面での

開催をとの要望にこたえ10.月4日(土)、兵庫県

西宮市の(社)関西ヨットクラブにおいて行われ

ました。

関東から戸田会長、関西からは山村副会長が

出席。その他中部、関西、中国地方から多数

の理事の参加があ り、活発な議論が行なわれ

ました。(出席理事15名)事務局では今回の理事

会において政策が決まったことを受けて、関

係統括チーム打合会等を開催して代議員会向

けの資料を作成することになりました。理事

会の概要はつぎのとおりです。

議題検討概要

1.各制度の見直し

会員制度と艇登録制度の改訂審議に先だち、

1997年度の予算執行状況について 9月20.日現

在の歳入状況からみると、会費、艇登録費歳

入が予想より悪く、年度末約50.0.万円の歳入不

足が予想されることと、一方、支出は予定外

の突出した支出がないとの報告がありました。

討議は会友艇問題からアプロ ーチすること

となり、会友艇の創設当時の意図や、現状の

運用状況について討議を行い、次いで会友艇

制度の廃止時期、会友艇廃止による会費、艇

登録費の見直 しの進め方を検討しました。結

果は採決により賛成多数で、早急に会友艇制

度を廃止することが決定。作業部会によりバ

ランスのとれた(値頃感のある)会員制度・会

費、艇登録制度・艇登録費を検討し、年度内

に代議員会を開催して、来年度からは新制度

により実施することになりました(会友艇制度

の完全廃止は 3年後となります)。

2.外洋レース開催規程(案)

前回理事会では、本議題で本年10.月大阪湾

で開催するJAPANCUP(以下].c.)の取りあっ

かいをどうするかという具体例を討議し、理

事会の了承を得ました。今回は規則制定につ

いて具体的に審議する予定のところ、規則制

定は必要ないとする見解に加え、新たな規則

案が提出されたので、次回理事会までの間に

l帆走統括チーム打合会を開催して問題を整理

して成案を提出することになりました。
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なお、前述の打合会において議題第 l項に

関連し、 NORC公式レ ースのクルーを全員

NORCの会員とするかどうかについて、改め

て検討することになりました。

また、今回の].c.については公式レースとし

ての位置づけ、他のレースとのスケジュール

の調整等についての問題提起もあったので、

今後は本部、支部が行う公式レースは適応ル

ールを明らかにして、各支部より帆走統括チ

ームで調整のうえ、理事会において承認、発

表することになりました。

さらに、 1999年実施予定のメルボルン/大

阪ダブルハンドヨットレースの組織について

も検討のうえ大阪市と今後打ち合わせするこ

とが決まりました。

3.その他

(1)賛助会員

本部の財務が厳しい折から、休|眠の賛助会員

の活用を図る必要があるとの見解が出されたが、

執行部では目下作業中である旨回答しました。

(2)終身会員

前回;理事会において、戸田会長から提案の

あった終身会員は、名誉会員として次回までに

具体案を提示して、来年度から実施することが

確認されました。

(3)財務からのお願い

本年度予算の歳入が不足するため、会員から

協力いただいた救済基金の返済を l年延滞した

い件と、とくに特別会員の方々に本部財政再建

のため寄付をお願いしたい件について、理事会

の了承をいただきました。

(の黒瀬功氏の総務委員会委員同意

関東支部所属正会員、黒瀬功氏(株式会社朝日

新聞東京本社広告第五部勤務)に、当協会の総務

委員会委員になっていただく件について理事会

の同意を得ました。

(5)理事選挙

1998-1999年理事の選出を各支部代議員会で

本年度中に行うようお願いしました。

(6)小型船舶操縦士海技免状更新11寺における釆紛

履歴による証明方法

前回理事会H寺、 戸田会長からのお話を受けて

運輸省船舶]隊員謀に行き乗船履歴による証明が

できることになりました。詳細はOFFSHORE今

回号の本部事務局短信を参照してください。

米国ITT杜か開発・製造し、これまで軍需用に使用

されていた「ナイトマリーナjが日本でも発売。
光増幅型暗視装置

lナ祥寺Uιナ|「ナイトマリーナjは星明りで'300m、満月で'(;t.620m

先まで景色が確認できます。F/1.4光学系の視

野角度40で、ほとんど肉眼に近い視野が得られ

ます。又高い防水・浮水性を要し、軽量でコンパ

クトな設計で片手の操作にも簡単に出来ます。

eNORC会員のみなさまには特別価格を設定しております。

阻正規代理広

有限会社ジユコー商会
機浜市中区太田町6-73ハマビルディング302
TEL.045(212)50581 FAX.045(212) 5139 
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日|時:平成 9年8月28日(木)18:45-21:45

出席者:理事30名中出席28名(委任状13名)

議題

(1)会費の改訂、会員制度と艇登録制度の改訂

(2)外洋レース開催規程(仮称)

(3)事務手続書式の改正等

(4)JYAとの統合問題

(5) <たか>裁判状況

(6)支部及び専門委員会報告

(η その他

ア新入会員の承認

イ終身会員制度の創設

ゥ;理事会開催についての提案

エ関東支部4分割問題

オ常磐支部の設立

カ連絡事項

(a)プレジャーボート 3省報告〔概要版抄〕

(b)海難防止依頼文書

(c)海保灯浮標設置問題

(d)海保臨検問題

(e)オメガ局の廃止

の海技免状更新問題

議事

(1)会費の改訂、会員制度と艇登録制度の改訂

ア)提案説明(鈴木理事)

(a)前回理事会で、は改訂の趣旨説明を行ったが、

今回は改訂具体案で説明する。なお、改訂案は

定款を変更しないで、済むということを前提にし

ている。1997年5月末現在で会費納入済特別会

員は453名(艇)で、未納入会員のうち納入が期待

できる会員数を加え653名(艇)、 5月末現在会費

納入済会友艇数は市灘となっており、特別会員

艇数より会友艇数の方が多い。 一方特別会員と

正会員については、会則上の議決権は同じであ

るが、会費、入会金とも 2倍以上の差がある。

会友艇制度の実施により会員、会員の艇の数の

J広大には貢献したが、特別会員艇から会費の安

い会友艇への移行も見受けられる。一方、艇登

録は艇の寸法により差を設けているが、事務的

には繁雑な状況にある。また、合理的な事務省・

理を考えてみると会員と、艇登録は現在の仕組

みを変え別個とすることが適当であり、さらに

セールナンバー管理も毎年登録の更新をするこ

とが必要である。

(b)現状の問題点から準会員は現行のままとする

が、特別会員と正会員を一本化する。また、特

別会員艇と会友艇を一本化するとともに艇の大

きさによる艇登録を廃止し、セールナンバー更

新料の徴収、特別規定チェックリスト料金(レー

ス参加の場合)の徴収、セールナンバー登録保証

金(返金)制度の創設を提案する。

(c)現在定款上では賛助会員制度は休眠であり、

今回提案が承認された場合は特別会員または正

会員のいづれかを休眠とする。また、会費に関

する収入はあらかじめ本部、支部を分離し、本

部へは本部分のみ納入するものとする。

(d)この改訂案では、支部の収入がほとんど変ら

ない案となっている。

イ)質疑

.都築理事:東海支部では臨時会費の徴収がや

っと定着したところであり、この時期に定款に

もふれるような改正をなぜしなければならない

のか。臨時会費収入の1/2を予算に組み替えれ

ば予算収入不足は補えるのではないか。

.鈴木理事.本制度の改訂は代議員会に提案す

る必要がある。もし今理事会にて賛成が得られ

ないようであれば、さらに討議を重ね1-2年後

に実施することでもよい。

-周東理事:会員制度、艇登録制度については

具体的な金額の検討の前にポリシーを決める必

要がある。

.鈴木理事:昨年の理事会にて、児玉前専務理

事から会員制度、艇登録制度についてタタキ台

案が出されたが、その後も理事各位からの提案

がなく、今回の提案は財務担当として出したも

のである。

.都第理事:特別会員と正会員の一本化は定款

からみてできないのではないか。

.戸回会長:!特持別会員又は正会員の会費が同じ

であつても定款に

は会友艇のあつかいが一番の問題でで、ある。会友

艇の制度は早い機会に止めたいと思っている。

賛同が得られるのならば本年度をもって終了と

したし、。

.石井(竹)理事:会友艇の問題については、特

別会員艇の廉価版として発足し、制度化したも

のである。その制度が惑いのではなくて、基本

理念について理事会で討議することが大切であ

る。

.鈴木理事:会友艇が特別会員艇より多くなっ

たのは、会費の値頃感からだと思う。むしろ特

別会員艇の会費を会友艇の会費に近づけること

だと思う。

.大儀見理事:会員制度はNORC会員の根本的

な問題である。改正が必要ならば、万機公論で

決めることが必要である。定款の改正は手続上

の条件を満たすことが難しく、ほとんど不可能

ではないのか。現実の対応策は運用上の措置を

考えると止むを得ない。

.稲葉理事:1人の特別会員が数艇持っている事

例がある。

.戸国会長:セールナンバー管理はコストが若

干かかっても整理が必要だろう。 NORCのステ

イタスを示すためには、一員性ある整理がない

と他の機関から信用してもらえない。

(2)外洋レース開催規程(仮称)

ア)討議概要:外洋レース開催規程(仮称)の審

議に先き立ち、本年関西地区で実施するJAPAN

CUP(以下].C.)の問題について討議をすること

になり、今回はこれの質疑に終始して、外洋レ

ース開催規程(仮称)については原則としてその

制定に向け、 具体的内容については次回理事会

への継続審議になった。

イ)質疑

.周東理事:].c.について色々と取沙汰されてい

る。本件について説明願いたい。

.山村副会長:昨年12月開催の理事会で].c.を内

海支部主催で開催したいと提案し、理事会の承

認をいただいた。これは内海支部主催で、ホス

トクラブをKYCとして計画したものであった

が、ある時点からは内海支部も知らない状況の

中でKYCが主催する方向に変って行った。具体

的にこれが判明したのは、 KYCから].c.を開催

するのでNORCの人に特別委員になるよう依頼

があったことによる。NORC本部では職員のリ

ストラに取り組んでおり、また、クラブの活動

拡大の方向を考えておられ、このような方向づ

けもあったものかと認識している。内海支部で

は現在KYCに対し、主催問題はさておいてレー

ス実行委員に 3人が加わり活動している。最近

東海支音防、らNORC本部に質問書が提出された

ことを知り、内海支部内での検討、 KYCの協議

により、主催NORC内海支部、 KYCとすること

に合意した。KYCはいろいろと誤解をしてここ

まで進めて来たのかも知れないが、現在これを

問題として取り上げ追求するとホストクラブと

してのKYCが今まで進めて来た準備作業等を投

げてしまうことになり、このままでは今年の J
C.開催は困難になるので、今年に限り特別な

配意をお願いしたい。

.尾島専務理事:今春KYCの原氏と会ったが、

その際に原氏からKYCが主催の方向で検討して

いる旨の発言があった。私はその際に主催の文

言は困る、ルール上のオーガナイザーにしてほ

しい旨を要請した。これは後日内海支部には正

式に知らせた。この件は異例なので大儀見、石

井(正)両理事にも相談し、また野口理事とも打

合せて現在の状況になったものである。

.戸田会長:今回の].c.の主催問題はこれ以上の

混乱を避けるため、山村副会長の説明を了承す

ることにしたい。かつては、 NORCの公式外洋

レースは前年中に翌年度の外洋レースについて

了承とはいわないが報告があり、そこで決定し

ていたように思う。NORCの外洋レースを今後

本音11はしないという決定はしていないが、その

方向で、の議論は行った。とくに運輸大臣杯を運

輸省に要請するようなときは、本部主催にしな

いとできないだろう。このような場合は実行面

は支部かレース実行委員会が行うことになろ

う。少なくともレースに関する全責任はオーガ

ナイザーであり、 実施主体の実行委員会等につ

いては、 NORCのルールを使ったレースを実施

するのであれば、 NORC本部又は支部が責任を

持つと考えている0

.都築理事:主催については2つの内容がある。

ルール上の主催とイベント上の主催である。].c.

についてはルール上の主催はNORCが責任を持

たなければならない。KYCはNORCの組織でな

く、このような団体がルール上の主催をするこ

とはおかしい。

.周東理事:NORCの行う外洋レースの主催者

は本音11、支部、フリートであって、クラブは入

っていなかった。KYCとの交渉は内海支部を通

じて行うものである。このような内容について

は理事会の機関決定が必要である。

.戸田会長:機関決定の話が出ているが、その

場合公式外洋レースとは何であるかが問題であ

る。機関決定を要するレースには仲間うちの単

なる外洋レースは含まれないだろう。

.都築理事:夜、はNORC会員が行う外洋レース

はすべてNORCの外洋レースと考えている。保

険についてもフリート主催でも支払いができる

ようになっている。

.大儀見理事:理事会資料では外洋レース開催

規程が大儀見案として出ているが、所管はレー

ス委員会(帆走統括)である。今回].c.の問題で現

実にいろいろな混乱が生じたため、6月下旬].C

問題について有志による検討会が開催され、私

も出席した。席上、外洋レース開催に関する規

程の必要性を痛感したので、直ちにメモを本部

事務局に提出したが、これを基に外洋レース開

催規程(案)が前回の理事会、今回の理事会に議

題として提案された。定款、外洋レースルール

に基づいて明確な位置づけをした。本部は財政

的に運営の主体にならないことはすでに決めて

いる。しかし、全日本外洋レース、国際外洋レ

ースではNORCは日本における外洋ヨッ トのナ

ショナルオーソリティである以上、その責任を

果たすため基準とルールに基づいて実施すると

きは、申請者に対し「認証」の用語に適切、不

適切は別として、この種の行為は必要である。

ルールの上の主催者団体とは、J'![Jちレース委員

会の委員を任命し、およびプロテスト委員会の

委員を任命して外洋レースの組織運営をする団

体である。一方、財政的問題が絡んでくるとス

ポンサーを見つけてイベントを主催するのが実

行委員会ということになる。したがって、主催

には前述のルール上の実施運営を行う団体とし

ての主催と定款における外洋レースの開催をナ

ショナルオーソリティとして行う主催のがあ

る。我々はNORC40年の歴史を尊重しなければ

ならない。このためには本質を議論して基準と

ルールを定めなければならない。

.戸国会長:運輸省後援をいただく外洋レース

は名目上、 NORC本部でないとできないようで

ある。このようなときは、本部主催にして実行

委員会を作るか支部に実施してもらうかの方法

がある。またNORC本部要員が支部におもむき

|随時外洋レース指導する方法もある。

・石井(正)理事:今後も同種の問題が生ずる場

合もある と思う。大儀見案について若干の修正

はあるかも知れないが、規程を制定しておくこ

とが良い。

.戸田会長:オーガナイザーは日本語の主催者

とは若干内容が異なっている。これは外洋レー

ス実行上の責任者であると思っている。

・大骨量見理事:開催規程を早急に整備する必要

を持つ事例がある。それは1999年メルボルン大

阪ダフ'ルハンドレースである。かつて大阪市と

NORCが協議して、財政責任は大阪市、外洋レ

ースの主催はNORCでやることになり、レース

委員長はNORCが任命した。今回大阪市からの

プロポーザルはセイルオオサカの制度で行事の

運営の企画をすることになった。外洋レースの

主催の部分はレース実行委員会を作り内海支部

関係者を中心にして構成することになってい

る。これは本部がレースを主催しないことから

発生したものである。今迄のレースにおいても

財政的責任はすべて大阪市で、その代わりレー

ス運営はまかせてもらうということであった。

本部がレースの主催をしなくなったこととは別

問題である。

.戸田会長:ここで議題(1)と議題(2)についてま
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とめをしたい。議題(1)に関しては今後の問題と

して検討を継続する。出来るだけ早く結論を出

す。特に会友艇問題について早急な結論を出し

てもらいたい。

議題。)に関し、関連事項の].c.の取りあっかいに

ついては、先ほど山村副会長からお話しのあっ

た件については今回に限り承認することにす

る。外洋レース開催規程については、いままで

色々議論があったことを踏まえ、継続して次回

までに結論を出したい。

一一戸田会長提案発言時には、小林理事、都築

理事、稲葉理事が中途退席していたが、残出席

理事11名全員賛成で承認された一一

(3)事務手続書式の改正等

提案説明(加藤常務理事)

(a)特別会員、正会員、準会員の管理に関する事

務実施要領は昭和61年制定されているが、 一方、

会員の申込書は第 1号様式によっているもの

の、前述の事務実施要領との関連は不明である。

関東支部では事務合理化が進み資料3の様式で

成果を得ているので、各支部においてもこの簡

易型を暫定的に使用して不要な項目の削減に努

めてもらいたい。

(b)関東支部において、会員管理、セールナン

バー管理をパソコンで行ってみたところ、ナン

バー抹消もれや、重複附与、自動車や電話のナ

ンバ一同様の希望番号附与要望、優先順位決定

などが改めて表而化した。このため、セールナ

ンバーの決定の仕組みを作成して、この考え方

によりセールナンバーの整理を行っている。良

く出来た資料なので理事会資料として配布し、

各支部での実務の参考にしていただきたい。た

だし、これは現行の方式を整理したもので、関

東支部からはセールナンバーの取りあっかいに

ついて別途意見が出されているので、ご承知願

いたU、。

(c)JYAとの統合問題

ア)説明(尾島専務理事):8月20日JYAとの統

合打合会を行ったが、その際に 7月2日第3回

議事録を双方調印したので先日これを送付し

た。現状は分科会を設置して双方が経理資料を

持ち寄り、会員I人当たりの費用分析を試みた。

JYAとの統合は当然国際的な動向も関連する。

11月のORC会談においてORCとISAFの関係に

ついてかなり明確になるようである。 JYAの秘1

積委員から、 ISAFの会議でもこれを聞いてくる

ので統合の組織問題はこれらをふまえ検討を進

めたいという申し出があり、委員会では了承し

ている。NORC似IJは11月のORCの会議には大儀

見理事、高橋理事が出席する予定である。

・大1鑓見理事・ 11月のORCとISAFの会議が、円

満に進むことが望めないような事態になってい

る。 一言で言えばISAFがORCの中に手をつつ

込みRORCと結託してIMSのルールとは別に外

洋ハンディキャップルールを独自に作るという

ペーパーが来ている。ISAFは従前はハンディキ

ャッブルールには関与しないと言っていたのに

かかわらずである。RORCというORCの中核加

盟組織自身がORCを抜きにしてISAFと事前に

連絡をとってルール作りのすり合わせをしてい

る。 ISAFは機関決定を図らないでへンダーソン

氏自身その動きを支持しているということであ

る。たぶんJYAも関心持っていると思う。

.戸田会長:今回、大儀見理事の発言内容だけ

では先の見通しが分らない。もう少し情報を収

集し慎重に見守りたい。

(5)くたか〉裁判状況

一一時間無く省略(9月発行Offshore一号に尾島論

文にて原告側証人小島敦夫氏の証言内容を紹介

するトー

(6)支部および専門委員会報告(省略)

(7)その他

ア)新入会員の承認(省略)

イ)終身会員制度の創設

戸田会長からNORCに名誉会員を創設したいと

の提案があった。名誉会員は70才以上でNORC

の正会員又は特別会員で20年以上在籍した者の

うち、本人が希望した者とする。各種会費中の

年会費のみ免除とする。議決権については今後

検討する。近日中にペーパーを作成する。以上

について出席各理事は全員異論なく、早急に成

案を審議して来年度から実施することになっ

た。

ウ)理事会開催についての提案

都築理事から、 8月26日近畿北陸支部、内海支
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音1¥、東海支部の3支部会談を行い、最近の理事

会は平日の夕刻に東京で開催されるため地方支

部は非常に出席しにくく、時間もなく発言も充

分できない。最近の書商議決も要領を得ない。

交通費が出ない今、在京理事会にならないよう

するため、第 5回理事会から名古屋、大阪、東

京と持ち廻り開催するよう提案があり、本件は

今後運用上検討することになった。

発言があったが出席理事から特に意見はなかっ

た。

し、これを入手したので抄本を配布する。

(c)海保灯浮標設置問題

いることを海上保安庁側に積極的に知ってもら

えるよう、海上保安本庁及び管区海上保安本部、

海上保安部に、 NORC本部、各支部の各責任者が

おもむき説明出来るPR文書を作成中である。

エ)関東支部4分割問題

高凹関東支部副支部長が発言を求め、ご承知の

ように関東支部は先般の関東代議員会で4分割

の方針が決まり、きたる11月の関東代議員会で正

式分割が決議され、本部に対しNORC組織及び運

営規程の改正発議をすることにしている。関東

支部4分割に反対の理事がおられるようであれ

オ)常磐支部の設立

都築理事から1997年度第 l団理事会において常

磐支部の設立が提案され、議決したと記憶して

いるが、議事録に記載がない旨の発言があった。

これに対し戸田会長から、確かに議決はしたが

1997年度内の設立は困難で、 1開8年度当初の設立

を進めている。本年度末の理事会においてNORC
組織及び運営規程を改正する所存である旨回答

した。

すでに三浦半島諸磯沖に灯浮標が l基設置され

たが、残る 2基の葉山沖および江ノ島沖灯浮標

について、改めて法制委員会の方針に従い 8月

7日、 NORCから陳情書を提出したい旨の意向を

第三管区海上保安本部に伝えた。岡本部は直ち

に最高幹部まで報告したが、現時点の予算状況、

管内全般の設置要請とのバランスがとれず、

NORCの要求は当面受けられないとの回答を得

て、本件は終止符を打った。

(e)オメガ局の廃止

海上保安庁灯台部からオメガ局は 9月30日をも

ってすべて廃止されたとの通知があった。

の海技免状更新問題

戸田会長から、先般現役時代部下だった現運輸

省船員部寓取市帥自l隊員議長と会った折に、 NORC
会員が海技免状更新について更なる規制緩和を

期待している旨話をした。加藤常務理事の方で

アプローチするよう発言-があった。

カ)連絡事項(加藤常務理事) (d)海保臨検問題

(a)プレジ、ャーボート 3省報告[概要版抄]

平成 8年度においてプレジャーボート放置艇問

題に端を発し運輸省、水産庁、建設省、 三省庁

NORC会員には外洋レース中等における臨検に

再考を求める声がある。会員は外i羊艇セーラー

の中でも安全を含め高い技術を持つ集団であり、

ば、早急にご意見をお知らせいただきたい旨の 合同で地域振興方策までふまえた報告書が完成 これらの艇にはNORCのセールナンバーがついて

くたか>提訴シリースN032

@野本謙作証人登場
9月25日の法廷の、裁判長の真ん前の証人席に、野本謙作氏が座

りました。同氏は、いうまでもありませんが、長らく大阪大学工

学部造船学科の教壇に立たれた著名な教授です。キャンパス以外

でも、 専門分野の権威として、学会や運輸省、文部省の方面でも

活躍されています。]GYR92の事故に関する海難審判には参審員の

立場で合議にも参加されました。

ヨットとのつきあいも古く、旧制高校時代からはじまり、ご自

身のデザインによる伝統の和船型ラインの (春一番)<春一番II)

のオーナースキッパーとして、日本沿岸や島々のほとんど全部を、

また北欧沿岸の大半を航海されています。こちらの航跡もヨット

専門誌に掲載され、広く知られています。

NORCとの関連も法人組織以前のクラブの時代にすでに参加さ

れていて、その後およそ10年にわたって理事も務められました。

現在は経験豊かな大先輩と目し、顧問をお願いしています。

野本謙作証人の証言内容の骨子は、 一般の船舶と比べたヨット

の構造上の特徴。lil反覆耐性JI耐航性JI究極的復原能力」などの

専門用語の定義。ヨットの安全対策の責任の所在。スタート後の

レース中止ができない理由。内外を通して史上最大なヨット遭難

事故といわれる1979年ファストネットレースの教訓。]GYR92海難

審判の争点の内容。外洋に乗り出す場合のリスクの認識。<た

か>に限らず他の艇でも起きる事故の可能性。<たか>はさまざ

まな不幸の事例が重なっていて、それらの事例の特定な個々を、

直接の原因とみなし責任を問うのは無理、などでした。

証人は、その経歴にふさわしく、紋密な論理をわかりやすい平

易な諮り口で述べて、常に冷静な裁判官の、ひらたくいえば無表

情な能而が思わず崩れて鎖くほどの、説得力にあふれた証言でし

た。

そのせいか、原告代理人の反対尋問は、いつにも増してきびし

かったように思えました。まず証人が、 1960年頃までの外洋ヨッ

トは重くてスリム、反面復原力消失角度はl印度におよぶ艇もめず

らしくなかったが、構造の素材が木造からFRPに移ってレースも

盛んになった現在、艇は軽く、復原力消失角度は120度前後が普通

になったと述べたのを捉え、だったら最近のヨットは昔に比べて

危険ということではないかと迫りました。

しかし証人は、ひとつのスペックだけで安全性や危険性を論議

するのは妥当ではない。一切の道具、いわゆるハード類は、ヒュ

ーマンな要素、適切にあっかう人の能力、いわゆるソフトな面と

組み合わせて、はじめて正しい評価が生まれる。

ハードのあっかいをまちがえれば、常に危険が生じる。ヨットの

場合も例外ではない。荒天に対する艇の能力を充分に知り、適切

に操船することが、最初に求められる。したがって最近のヨット

が単に危険というのは正確な判断ではない。そして<たか>が他

の艇と比べて、とくに転覆耐性に劣っていたとはいえない、とい

う趣旨をはっきりと述べました。

また、スタート後のレース中止がかえって危険を招く理由に、

証人は主催者側の判断でレースの中止があり得るとすれば、参加

艇側は自主的な判断を放棄して、まだ中止の通告がないから大丈

夫などと思ってしまうケースが考えられる。海の上ではすべてが

自己の責任。他人任せになるのが一番最悪。頼るのは自分だけと

いう覚悟が、結果的に危機を乗り切ると述べました。原告側の代

理人は、この箇所でいささか困ったのか、あなたのような艇長だ

ったら中止の通告があっても惑わされないのだから、中止の通告

があってもいいのではないかと、少々漫才めいて頭がこんがらが

るやりとりもありま した。

また原告側の代理人は、遠慮のない質問にもまったく動じない

証人に業を煮やしたのか、尋問の途中で、いまはあなたの意見を

聞いているのではないからイエスかノーかの返事だけで結構。長

くしゃべられるとこちらの持ち時聞がなくなると苛立ちました。

しかし証人は、ご質問には、ケースパイケースの但し書きを前提

にしなければご返事に誤解が生じると、非常にていねいながらも

筋を通して一歩もヲ|かず、 NORC'ffilj代理人も重要な説明を聞かな

い方がおかしいと異議を発し、裁判官も同意、証人の発言続行を

認められたシーンもありま した。

原告側の反対尋問の終了後に、陪席の裁判官が証人に向かつて、

ヨットのことはまったくわからないのでいくつか教えて欲しいと、
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発言しました。主だったところのひとつは、前回の証人尋問で原

告側の証人小島敦夫氏が述べた、安全確保のためにもエンジンを

使った方がよかった、という証言についてでした。証人は、ヨッ

トのエンジンは平水の港の出入りに使うための、あくまでも補機

に過ぎず、荒天時に使用しでもパワー不足のために艇体を風上に

向けることすら困難になる場合が多い。それに、大きな波にもま

れ大きく傾くヨットでは、燃料はもちろん潤滑油も回らなくなる

可能性もあって故障の原因にもなる、などと証言しました。

もうひとつは、同じ原告側証人からの、危険な冬場の海のレー

スは世界にも前例がなく無謀という証言についてでした。これに

関して、証人は、日本近海の冬はたしかに強烈な季節風が吹くが、

反面、南方の海は統計的に年間を通して一番台風の発生が少ない。

日本からグアムへ渡るには、冬が最善の季節と、明解に述べまし

た。またヨットにおけるオーナーと艇長、そしてクルーの関係に

ついての非常に率直な質問もありました。証人は人間的な信頼関

係が大前提と、自分の艇に友人を釆せる場合と、自分が友人の艇

に釆る場合の例を上げ、望ましい人間関係を、豊かな表現で述べ

ました。

この陪席の裁判官と証人のやりとりは、およそ30分間。予定の

l時間をオーバーしたもので、裁判官の真剣さが伺える異例な一幕

関虚書 (1~8は省略) 畝野本謝乍

9:次にヨットにおける安全対策の責任者についてですが、これは

一般船舶における船長責任と同一であって、艇長にその責任があ

ることに疑問の余地はありません。外洋レース規則も、明瞭に各

艇の安全対策は各艇の責任であることを示しています。

10:ヨットレース時の安全対策については、スタート前と後とに

分けて考えなければなりません。

(l)レーススタート前、レース参加各艇は十分な気象海象情報を

集めるなどして、それぞれの安全対策を再確認する必要がありま

す。他方、レースの運営に当たる組織も、レース運営に必要な範

囲で気象海象情報を集め、台風等特に重大な危険があると判断さ

れる場合には、スタートの延期またはレースの中止も考慮しなけ

ればなりません。

(2) スタート後は、参加各艇の安全は各艇長の判断と責任に任せ

るべきであって、運営側が中止等の措置をとることはかえって混

乱を招き危険です。

11:次にヨットレースを中止することの可否・是非についてです

が、レース開始後レースを続行するか否かは、各艇の艇長が判断

して決断します。なお、スタート後、レースの主催者が中止を判

断することはかえって危険です。スタート後に主催者によってレ

ースが中止されることがあることになっているとすると、「中止の

通告がないから、まだ良いだろう」と判断する艇長があるかもし

れません。これは非常に危険です。判断を他人委せにしてしまう

からです。陸の方でどのように考えようと、いったん海に出たか

らには、レースを止めるか止めないかも含めて、すべて自分の判

断でしなければなりません。それをしないのは危険につながりま

す。

12 :外国におけるヨット事故に関する責任については、 1979年に発

生した英国ファストネットレースの大量海難の例があります。こ

れは、参加艇303隻のうち完走したのはわずか85隻。194隻は自力ま

たは曳航されて避難。24隻は員削本放棄され、犠牲者は15名という大

惨事でした。このときには、王立救命艇協会、英海軍、付近航行

船舶まで参加して、空前の救助活動が行われ、さすがの英国でも

こんな危険なヨットレースに大量の税金を投入してよいのかなど

の論議がありま した。この救助作戦に参加した英海軍の1人の高級

士宮の発言は有名です。

その士宮は、「今回の事故は誠に遺憾である。わが将兵、特にヘ

リコプターの乗員は非常に危険な救助作業を余儀なくされた。し

かし、だからといって、このような競技を禁止せよとの意見に英

-3-

でした。

最後に裁判長が、原告代迎人に向かつて、どの法律を根拠にし

て損害賠償を請求するのか、いま一度整理して書面で提出するよ

うに告げ、法廷内が一瞬緊張したように思えました。さらに裁判

長は、まだ原告被告双方に証人の用意があるようだが、 一度和解

について、その可能性、具体的な条件などを、原告被告双方から

聞きたいと続け、こちらの方も、ついにその時期がきたかとの思

いが走りました。

次回11月6日(木)は、そのミーティングです。会合は、裁判

官側と原告被告三者それぞれ個別に、もちろん非公開で行われま

す。

ともあれ今回は、野本謙作証人を通してNORCの主張が、駄目押

し的に裁判官の耳に届いた感触が充分。大先輩にひたすら感謝の

数時間でした。

※口頭弁論の際、裁判に先だって陳述書を作成し、裁判所および

関係者に取付することになっています。野本氏のご了解をいただ

きましたので、陳述書抜粋を転載します。なお、紙面の都合上、

第9項からご紹介します(会報小委員会より)。

海軍はくみしない。それは、英国民の誇りとする海洋冒険の精神

に背くからである。ヨットマン諸氏は、さらに周到なる準備の下

にレースを続行されることを希望する。不幸にして再び事故が起

これば、英海軍は全力を挙げて救助に当たるであろう」という趣

旨の発言をしたのです。

この一言で、世論は一挙に沈静化し、この教訓を生かして、さら

に健全な外洋レースの発展を指向することになったと言われてい

ます。

13 :次に、本件「たか号」 事件に関する海難審判の争点とその内

容についてですが、海難審判ではまず被告に当たる受審人の艇長

が死亡していたので、受審人なしの審判となりました。そのため

事故原因の究明が主眼となり、 貰ー任を追求する争点が一般の海難

審判のように対立的ではありませんでした。この審判において私

は、ヨットの安全性、特に復原性能や構造強度、近年の外洋ヨ ッ

トの設計・構造の傾向等について専門的な意見を求められました。

私は、本件海難審判においては、参審員と してその合議に十分参

画しておりますので、裁決蓄について異論や付加すべき意見はあ

りません。

14 :最後に、本件<たか>号は現在のヨットのなかでとりわけ転

寝耐性に劣った船とまでは認められませんから、同様な転覆が他

のヨットで起きても、さほど驚くべきことではありません。その

ようなリスクを負って外洋レースをしているのだという認識が、

外洋レースに参加者するすべての人たちに望まれます。その認識

があれば、荒天下の帆走の方法やレースのリタイアの判断もより

安全なものになるでしょう。この一般的な状況に加えて、本件<

たか>号では、復原後の排水作業の乱れと上部構造の防水の問題

点、ラフトの不適切な展帳など、さまざまな不幸な事例が重なっ

たようです。これらの1つでも起きていなければ、このような重大

事故にはならなかったと思われます。

海難審判の裁決書でも述べられているように、これら個々の不幸

な事例のどれも、それが直接の原因であって何らかの責任を問う

べきもの、と までは認められないと考えています。

以上平成9年8月28日

東京地方裁判所民事第31部合議係御中 野本謙作 (I:[J) 
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第4回日本ヨット界統合準備委員会の報告 常務理事 加藤正義

第4回日本ヨット界統合準備委員会が8月初日 | 第3回日本ヨット界統合準備委員会における合

に開催され、同議事録が9月18日の第5回委員会 |意により、会費、艇登録等経理関係について検

にてNORC、JYA双方で確認されたのでお知らせ |討する分科会を設置することになり、分科会メ

します。 IンバーはJYA倒IJが岩田直幸、栗悶栄一郎、今泉

委員会の大きな流れをみると、当初のオリエ |武伊知の 3名、 NORC側が尾島裕太郎、鈴木保

ンテーション的な打ち合わせから、現在は双方 |夫、山本高靖の 3名が決まった。第 l回分科会

の経理内容の実態検討に進んでいます。今後は | は7月31日、第 2回は8月6日に開催。議事録は

統合したときの組織、役員等の問題について検 |作成せず、率直な意見交換を行った。

討する予定です。なお、この11月にISAFならび | 

にORCの国際会議が行なわれるため、 NORC、 |議事

JYAそれぞれの会議出席者の報告を得たのち、 I JYA: 分科会の検討概要について報告する。

第6回委員会を11月18日開催する予定です。 INORC、JYA双方がそれぞれ基礎資料と若干の補

助資料を提出したのを受け、集められた会費等

第4回日本ヨット 界統合準備委員会|の1人当りの支出構成が、 JYA、NORCそれぞれ

議事録 | どのようになっているかを比較検討した。この

結果、協会の根幹にかかわる管理費のうち、人

日時:平成9年8月20日(水)18:30-2fr.30件費と運 営 費 の1/2が会費等収入で賄われるべき

出席者:尾島裕太郎児玉高平 高田尚之 |基本的費用としてみると、 JYA、NORCともほぼ

加藤正義(以上、 NORC)同じ建て方である。仮定として、統合した場合

米淳 一 穂積八洲雄岩田直幸 |の共通あっかいとなる支出項目別金額もほぼ同

有馬敬三(以上、 JYA) ーとなることが判明した。ただし運営費に関し

ては、 JYA側は加盟会費、団体補助金等をのぞ

会議の冒頭において、議長の尾島理事より次 | き、 NORAC倶IJは艇言l'ilIU裂をのぞいている。また、

の報告があった。 Iこの比較はJYAは県連経費、 NORCは支部経費を

本部事務局短信 | 
-小型船舶操縦士海技免状更新時における

乗船履歴による証明方法について

会員の方々から、小型船舶操縦士の海技免状更

新時に「指定講習機関」で更新講習を受けること

なく、乗船履歴証明により海技免状の更新手続を

とることができないかとの問い合わせがあり、運

輸省に相談したところ、次にような条件を満たす

ときは可能であることが判明しました。

船舶管理者としてのNORC支部に備える書類等

について、ご質問のあるときは、本部事務局に問

い合わせ願います。

1.毎技免状更新申請者

(1)更新前 5年以内に1カ月(30日をも って1カ月 と

算定)以上の乗船履歴があること。

(2)証明者は外洋ヨットレース事業を管理する

(社)日本外洋帆走協会支部長を船舶管理者と

する。

(3)乗船履歴証明は小型船舶操縦士が市帥自に釆り

組む場合であり、スキッパーに限られる。

(4)乗船履歴による証明申請においては

ア釆船履歴証明書

イ小型船舶検査手帳の写し

締切(11/30)迫る、

カード会員の特典!
第 5期NORCセーラーズ保険、申込受付中

(保険期間:1998.4.1 ~1999.3.31) 
この保険はNORCが団体受録し、メンバーズ

カード会員それぞれが個人加入して、ご自身の

NORC会員活動中の傷害事故の補償をするため

に、ご利用をお勧めするものです。メンバーズ

カード会員のみなさま、ぜひこの機会にカード

会員だけのメ リットである、セーラーズ保険に

お申込ください。

特長

・日本海域でのセイリング活動中をフルカバー

.自宅を出てから宿泊も含んで帰宅するまで補償

ウ船舶管理者による外洋ヨットレースに乗船

したことを明らかにし得る書類(写し)が必要

です。

2.乗船履歴証明者

(1)外洋ヨットレース事業を管理する(社)日本外洋

l汎走協会支部長を船舶管理者とする。

(2)船舶管理者は釆船履歴証明書の証明を明らか

にすることのできる外洋ヨットレースの記録

を整理しておかなければならない。

(3)船舶管理者は海技免状更新者に(2)による記録

の写しを交付するとともに、海技免状更新者

の釆船履歴証明書に証明をしなければならない。

.会員の住所変更等の際は、早めに所属する各

支部へ変更届を提出してください。

.おわびと訂正

前号OFFSHORE252号2項の 11997年度第3回理事

会議事録」のなかに記載の誤りがありました。こ

こに訂正するとともに、ご関係各位におわび申し

あげます。

議題 (7)から18行目

誤(イ)大儀見理事から、和田氏が:JYA会長閑
正(イ)大儀見理事から、秋田氏がJYA会長m

-登録艇以外のヨットでNORC以外のレース中で

もOK
・死亡時2，000万円補償で年間1.600円を毎年2月5
日にカードで引き落とし

-申込は4月1日スタート分を前年11月30日で締め

切り

-自動継続なので最初の申込だけはお忘れなく

セーラーズ保険の詳しい案内および申込書は、

FAXで請求いただくか、またはNORCホームペ

ージ・保険デスクをご利用の上取り出してくだ

さい。お申込は、申込書に記入捺印後、当デス

ク宛までFAXしてください。

保険デスク:httpゾ'/wwwnorc.corr叶lOkenl

申し込み (FAX)締切:1関7.11.3024切

最 実戦ヨットレース・ルール解説
新

刊
1997--2000 
ブライアン・ウイリス著/石井正行訳

85判/96頁/定価本体1，900円(税目IJ)

大幅な改訂が行われた新ルール解説の決定版。ヨットレ

ースにおけるさまざまなシチュエーションを想定し、こ

の場面では“君はどうすればいいか"という点に的を絞

って、豊富なイラストと簡潔な文章で官官説。

開 ZI区盟国 舵社流通課

直通 TEL.03-3434-4531 FAX.03-3434-2640 

のぞいた本部マターのみについて行った。

NORC: 今回の分科会の検討により、仮定とし

てNORCとJYAが統合したしたときの共通あっか

いとなる支出項目別金額が基本的部分でほぼ一

致している。

JYA: πAとNORCでの会費等の徴集に対する考

え方については差異がある。JYAは会員の種類

を増加して会費の増収を図ることを考えている

のに対し、 NORCは会員、艇笠録をシンプル化し

て合理的な増収を図ろうとしている。関西方面

を中心にJYA、NORC双方の会員となっている者

が数百人いるようである。統合の場合は収入滅

になるので実態把握が必要で、ある。

NORC: 今回は率直な意見交換がで、きた。今後

は組織等について検討を進めることになるが、

NORC、JYAとも今後は全体像を理事会、 代議員

会(評議員会)、総会に報告し、統合に向つての

了承を得るための方策とその実施時期について

検討する必要がある。

JYA: 11月にISAFの会議があるが、ルールブッ

クの著作権についてISAFはメンバーナショナル

オーソリティと契約書に調印することになって

おり、今後日本国内においてもルールブックの

解説書等には著作権料が課せられる予定である。

また、 ORCとISAFの関係についてもさまざまな

動きがあり、組織の検討はこの状況も視野に入

れるべきだろう。

NORC: JYAは艇種別協会の集合組織と考える

こともできるのではないか。NORCは発足時から

外洋ヨット部門の協会として歩んできた。今回

の検討で経質的函で基本的部分を共通に捉える

ことができるのであれば、新統合組織のなかの

外洋ヨット部門としての取り組みも可能となる。

JYA: JYAの現在のスケジュールでは、評議員

会を来年 3月開催を予定している。年内に各種

問題について検討し、まず理事に理解を求め、

来春の評議員会に臨みたし、。

NORC: NORCでは、合意議事録は双方が合意

調印した分は速やかに理事、支部長等に送付し

ている。しかし、舵、ヨッティング等の雑誌に

おいて統合についての関心が高く、また、末端

の会員への周知は会報以外のメディアによる記

事も有効である。次回委員会開催までに、前回

の分科会メンバーにより、各メディアへの広報

について検討したい。

以上

※9月4日に第3回の分科会が開催され、意見交換

が行われました。

支部だより

-関東支部

関東支部における本部役員候補者の選出選挙告示

平成9年11月1日

NORC関東支部選挙管理委員会委員長平賀威

下記により平成10・11年担当本部役員候補者の

選出選挙を行います。

記

1.選挙の定数 :本部理事候補者15名、本部監事

候補者2名

2被選挙権者:会員になって2年を経過する特

別会員・正会員

3.立候補受付の期日:平成9年11月17日(月)から
11月27日(木)午後5時まで

4.選挙の期日:平成9年12月15日(月)
5.選挙権者:関東支部代議員

6.以上の選挙は INORC選挙規則」と INORC
関東支部選出本部理事(候補者)および本音1¥監

事(候補者)選出規則」に基づき行います。

7.詳細は選管までお問い合わせください。

尚、各支部より選出された本部役員候補者は、

平成10年2月に開かれる定時代議委員会において

本部役員として選出され正式に就任します。

-東海支部

11月例会のお知らせ/海事普及委員会

日時 :11月12日 (水)19日寺から
場所:愛知県スポーツ会館大会議室

内容:レースほか支部活動について

以上

Iω7年の反省・意見と1鈎8年のスケジ、ユ

ールほか

なお、第4期NORCセーラーズ保険に加入ずみ

の会員で変更のある方も 11月30日までにFAXで
お申し出ください。

<問い合わせ先>

NORC保険デスク

フリーダイヤル:0120-024410 
東京都千代田区神田錦町3-18-3錦三ピル 7階

東南興産(株)東京営業所内

FAX:03-3291-2289 

編・集・後・記

衣浦湾での「ミドルボートクラブjレースや

伊勢湾でのレース活動などが活発になってきて

います。これらの活動と支部の活動のあり方を

含めて、みなさんのご意見をお聞きし、来年の

レーススケジ‘ュールなどの参考にさせていただ

きたいと思います。多数のご参加をお願いいた

します。

また、支部活動についてのご意見を、あらか

じめFAX等でお送りく ださい。FAX.Oヨ込52-槌33
なお、川島さんからインターネットについて

メールが送られたと思いますが、そのなかの文

書に(財)日本外洋帆走協会東海支部とありま

すので、(社)に直しておいてください。

園西内海支部

西内海支部設立30周年記念事業

西内海支部設立 30周年を迎えました。これ

を記念して次の事業を行います。

1.記念式典・パーティー

日時 :11月22日(土)午後6時より

場所・広島プリンスホテル大宴会場

SKK CUPヨットレースの前夜です。エント

リーの方の出席をお願いします。

2.記念誌の発行

これまでに行った事業や各地のレースで活躍

した艇の活動状況などをとりまとめた記念誌

(約1∞ページ)を発行します。

3. ~~~ロロc;z、ロロ

9月 1日現在在籍の特別会員・正会員に記

念品を配布します。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NORCホームページ・コーナー
会員専用ページのアクセス方法
NORCホームページのメニューで 「会畏専用」を

クリックし、半角文字で

(1 )ユーザー名にmemberを入力

(2)パスワー卜lこyachtを入力すると、

NORC会員専用のページに入ることができます。

NORC本部ホームページ

-アドレス:http://www.norc.com/ 

※ここから各支部のホームページにもアクセスで

きます。. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

・お届けが遅く芯ってしまった前回の252号の完成 解していただきたいので目を通してほしい。 執行部

を見届ける間もなく、 253号の編集作業にはいった。 の大英断で旧態の各制度の完霞しがはじまった。理

NO円C倶IJ実動部隊4名、そして最終過程を担当して 事の改選も間近にせまっている。来期には新生

いただいている舵社土肥社長をはじめとするスタッ NORCの姿も見えてくる。荒波を乗り切る附腕のセ

フの方々のご協力でなんとか執行部の希望する日付 ーリングチームを作ってほしい。

までに作り上げることができた。いつも芯がらの感謝。さて、今月号の訴訟リポートにおける野本先生の

-理尊重会の議事録など墾い内容が中心で若い会員の 陳述轡。編集委員会の強い希望で抜粋ではあるが紙

方々かうはなかなか支持されにくい昨今の 面に載せるととができた。今、 さらに"海を知った"

OFFSHOREではあるが是非ともNORCの現状を理 思いだ。(浅)
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